
ＰＭ２.５高濃度時の宮城県における当面の対応について
平成２７年４月１日

環境生活部環境対策課

１ 注意喚起について

県は，国の暫定的な指針値である日平均値７０μｇ/ｍ
３
を超えるおそれがある場合として

以下のとおり判断基準を定め，注意喚起を行う。

注意喚起の判断基準

（１）「午前中の早めの時間帯での判断」

一般環境大気測定局（以下「一般局※」という。）の午前５時から午前７時までの１時

間値の平均値のうち，２番目に大きい値の測定局の平均値が８５μｇ/ｍ
３
を超え，かつ，

午前８時の１時間値が５０μｇ/ｍ
３
を超えた場合。

また，午前中の注意喚起に至らなかった場合でも，以下の基準を超えた場合，午後からの

活動に備えて，注意喚起を行う。

（２）「午後からの活動に備えた判断」

一般局の午前５時から午前１２時までの１時間値の平均値のうち，最大値が８０μｇ/ｍ
３

を超えた場合。

２ 注意喚起の解除について

注意喚起の判断基準を超過した全ての一般局の１時間値が，午後５時までに２時間連続し

て５０μｇ/ｍ
３
以下に改善された場合，注意喚起を解除する。

また，上記の解除基準以下とならない場合は，当日の２４時まで注意喚起を継続し，２４

時をもって自動的に解除する。

３ 注意喚起及び解除のフロー及び通知方法

・注意喚起及び解除の連絡系統図は，別紙のとおりとする。

・環境対策課から関係機関に対する注意喚起及び解除の通知は，原則としてファクシミリに

よって行い，電話による送信連絡も併用する。

・注意喚起を行うことになった場合，午前の早めの時間での判断の場合は午前９時まで，午

後の活動に備えての場合は午後１時までに関係機関宛てに注意喚起情報を通知するととも

に，県のホームページに掲載する。

※一般局

宮城県等設置：白石，石巻，大和，国設箟岳

仙台市設置 ：岩切，榴岡，長町，中山，中野，七郷，山田，七北田，広瀬

【運用上の留意事項】

午前の早めの時間帯での判断において，２番目に大きい値の測定局の平均値が８５μｇ/ｍ３を超え

ていない場合でも，一般局の平均値の動向から日平均値が７０μｇ/ｍ３を超えるおそれがある場合，

注意喚起をすることがある。

また，以下のような場合には注意喚起しないことがある。

・判断基準を超えた同一測定局のＳＰＭの平均値がＰＭ２.５の平均値を下回る場合

・県内一般局のＰＭ２.５及びＳＰＭ濃度の動向が低下の傾向を示している場合

・研究機関等から公表されている最新のシミュレーション※において，以後のＰＭ２.５濃度が高濃度となら

ないことが予想される場合

※ 独立行政法人国立環境研究所大気汚染予測システム（ＶＥＮＵＳ）,九州大学応用力学研究所気候変動科学

分野他（ＳＰＲＩＮＴＡＲＳ）,ＰＭ２.５分布予測（日本気象協会等）など



（別紙）

ＰＭ２.５注意喚起及び解除のお知らせに係る連絡系統図

高濃度情報・解除の通知連絡（解除は午後5時最終）

情報交換
基 準 測 定 点

データの流れ

宮城県所管 仙台市所管

市 保 健 所

出 先 機 関 仙 台

市 民
保健環境センタ－ 仙台市環境対策課 その他関係機関

生 徒
仙台管区気象台 市教育委員会 仙 台 市 立 学 校

児 童

気象防災部予報課

環 境 対 策 課 交通規制課 交通管制センタ－ 日本道路交通情報センタ－ 自動車

環境省

山形県

福島県 生活環境課 警 察 署 交 番 ・ 駐 在 所 住 民

農 林 水 産
日本放送協会仙台放送局 農政関係出先機関 市 町 村 農 業 担 当 課 農 家

総 務 課
ＮＨＫ ラジオ・テレビ

ス ポ ー ツ
東北放送 県 立 学 校

健 康 課
ＪＯＩＲラジオ・テレビ 生 徒

教 育 委 員 会 市 町 村 立
一 仙台放送 教 育 事 務 所 児 童

(仙台市を除く) 幼稚園・学校
ＪＯＯＸ テレビ

般
広 報 課 園 児

県 宮城テレビ 私学文書課 私 立 学 校

ＪＯＭＭ テレビ
民

東日本放送 医療整備課 県 医 師 会

ＪＯＥＭ テレビ
病 院 ・ 医 院 等

住 民
エフエム仙台 県 保 健 所 郡 市 医 師 会

ＪＯＪＵ ラジオ

保育所･幼保連携型認定こども園・老人ホ－ム等
県 政 記 者 ク ラ ブ 市 町 村

社 会 福 祉 施 設
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